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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成27年9月24日(2015.9.24)

【公開番号】特開2014-150404(P2014-150404A)
【公開日】平成26年8月21日(2014.8.21)
【年通号数】公開・登録公報2014-044
【出願番号】特願2013-18008(P2013-18008)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｒ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/03     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｒ    1/02     １０５Ｚ
   Ｈ０４Ｒ    1/02     １０２Ｚ
   Ｈ０４Ｍ    1/02     　　　Ｃ
   Ｈ０４Ｍ    1/03     　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月5日(2015.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面から裏面へ通じる開口を有し、筐体の一部を構成する構成部材と、
　前記開口を塞ぐよう前記構成部材の前記表面側に固定され、音響を通過させるための貫
通孔を有する金属板と、
　前記開口に設置され、前記貫通孔からの音響を受ける又は前記貫通孔へ音響を放出する
前面が前記金属板と対向するように配置された音響素子と、
　を備えた電子機器。
【請求項２】
　前記音響素子は、少なくともその一部が前記構成部材の開口に収容されている請求項１
に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記構成部材の表面と前記金属板の裏面との間に、中央に開口を有する粘着部材が介在
し、該粘着部材によって、前記構成部材の表面に前記金属板の裏面の外周部が固定される
と共に、該金属板の裏面の内周部に前記音響素子の前面の外周部が固定されている請求項
１又は請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記金属板は磁性材料から形成されている請求項１乃至請求項３の何れかに記載の電子
機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
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　更に又、金属板(８)の材質として、ＳＵＳ４３０等の磁性金属を採用した場合、スピー
カ(７)から前方へ放出される漏洩磁束が該金属板(８)によって吸収されるため、漏洩磁束
が外部機器に及ぼす悪影響を抑制することが出来る。
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